重要事項説明書のガイドライン（例）

（1） 事業者の表示

事業者の法人格及び法人名称、代表者の役職及び氏名、法人登記簿の所在地、連絡先部署名、法人が行っている他の業務、電話番号、設立年月日等について記載すること。ＦＡＸ番号やインターネットのメールアドレスがある場合には、あわせて記載すること。

（2） 事業所の表示

利用者に補装具及び補装具に係るサービスを提供する事業所について、事業所の名称、事業所の所在地、（ビル等の場合には建物の名称、階数、部屋番号まで記載すること）、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス、開設年月日等について記載すること。

（3） 事業所の責任者

事業所の責任者（管理者）の職氏名及び当該事業所の管理業務以外の業務を兼務する場合には、兼務する事業所名や業務の内容について記載すること。

（4） 従業員

従業員の職種、職務内容、人数等について、資格等により区分した職種別にその職務内容と常勤・非常勤別の人数（非常勤については常勤換算人数も併記すること。）を記載すること。

（5） 販売又は修理する補装具の内容と料金

提供する補装具及び補装具に係るサービスの内容とその利用料金について、まず公費適用部分とそれ以外の部分に分け、補装具及び補装具に係るサービス内容については、対応可能な補装具の種類等、具体的な内容を記載し、利用料金については、償還払い・代理受領の別、利用者の負担額、公費負担額を記載すること。

　

（6） 補装具に係るサービス
補装具の引き渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、事業者の責任に帰すべきものと認められる不備な箇所を発見した場合は、事業者の負担においてこれを改善することを記載すること。

補装具の引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引き渡し後９ヶ月以内に生じた破損又は不適合は、事業者の負担においてこれを改善することを記載すること。

ただし、平成１８年厚生労働省告示第５２８号の別表で規定する修理基準に定める部品の交換については、交換後３ヶ月以内に生じた不適合等（上記災害等により免責となる事由を除く。）については、事業者の負担においてこれを改善することを記載すること。
（7） 補装具提供の手順

補装具提供の手順について、利用申込みから補装具提供及び利用者負担の支払いまでの手順をわかりやすく記載すること。可能であれば図表等を用いてわかりやすく説明することが望ましいこと。

（8） 相談窓口

相談窓口及び担当責任者と窓口の開設時間、相談の方法（電話、面談、文書、ＦＡＸ、インターネット等）について記載すること。

（9） 秘密の保持

利用者の秘密保持について、正当な理由がなく、知り得た秘密を漏らさないことを記載すること。

（１０） 記録の保管
記録について、５年以上の期間を定めて保管し、記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付が本人及び家族に限り、可能であることを記載すること。

（１１） 重要事項の変更
重要事項説明書に記載した内容に変更が生じることが予想される場合には、重要事項が変更された場合に、利用者にその内容を周知する方法（書類を交付して口頭で説明する、郵便で通知する等）及び利用者の同意確認の方法について記載すること。























































